
［特集❷］ 
「復興災害」はなくせるか

災害復興時のメンタルヘルスケア

新潟県は、水害や地震による自然災害に繰り返し見舞われた。
本稿では、中越大震災において行われたこころのケアについて、

震災直後に開始された、急性期の活動と、
震災後中長期に「こころのケアセンター」が中心となって行った活動を報告する。
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1　はじめに

　新潟県中越大震災の発生時、情報が混乱し、
医療支援チームの申し出が殺到する中、新潟
県は新潟県内の精神保健福祉医療関係団体・
機関により構成される「こころのケア対策会
議」を招集した。同会議が、阪神・淡路大震
災などの過去の自然災害におけるメンタルヘ
ルスケア活動の経験を生かし、コーディネー
ト機能を果たすことで、こころのケア活動は
開始された。しかし、これまで行われた精神
健康調査やこころのケアセンター職員による
アウトリーチ活動により、一部の被災者は、
精神的苦痛を感じているという実情が明らか
となっている。
　本稿では、まず震災直後にこころのケア
チームが中心となって行った急性期のこころ
のケア活動について述べ、さらに震災後中長
期に、こころのケアセンターが主体となって
行った精神健康調査の結果と、その結果に基

づくメンタルヘルスケア活動がどのように行
われているかを報告する。

2　中越大震災の概要と特徴

　2004 年 10 月 23 日、新潟県中越地方をマ
グニチュード 6. 8 の直下型地震が襲った。そ
の後 2 カ月以上に渡って、震度 6 以上の強い
余震を繰り返し、住民はその恐怖に脅かされ
続けていた。余震により、復旧活動は妨げら
れ、被害はさらに拡大し、被災住民の不安は
いっそう高まっていった。
　また、この地域は豪雪地帯であり、中越大
震災後の冬には記録的な豪雪となり、地震に
より被害を受けた家屋や農地の被害がさらに
拡大したことも、山間地に発生した直下型地
震の特徴である。
　2009 年 10 月 15 日の新潟県の発表によると、
この地震による被害状況は、死者 68 人、重
軽傷者 4,795 人、避難者約 10 万人、住宅損
壊 121,604 棟、被害額 3 兆円を超える大規模
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災害となった。

3　
震災直後のメンタル
ヘルスケア

　震災後のこころのケア対策を行うにあたっ
て、最も重要な役割を果たしたのが「新潟県
こころのケア対策会議」である。「こころの
ケア対策会議」は、新潟県保健福祉部健康対
策課、新潟県精神保健福祉センター、新潟県
精神医療機関協議会、新潟県精神科病院協会、
新潟大学精神科など、新潟県内の精神保健福
祉医療に関係するほとんどすべての領域の専
門家が参加する会議で、中越大震災の半年前
の県央地区の豪雨災害（7・13 水害＝三条市、
見附市、中之島町［現在、長岡市に統合］を
中心に被害）の時に結成されたものである。
　被災地からの情報が錯綜する中、現地調査
により徐々に明らかとなった状況は大変深刻
なものであった。山古志村（現在、長岡市に
統合）は全村にわたり壊滅的な被害を受け、
長岡市内の 130 カ所の避難所に全村民約 5 万
人が避難していた。また小千谷市でも被害が
大きく、約 130 カ所の避難所に約 4 万人が避
難しているが、交通は分断され、水や食料の
提供も不十分であり、そのために治療中断を
やむなくされている方が数百名いることが予
想された。
　さらに、避難所自体の場所や数を行政が正
確に把握しきれていない状況でもあった。新
潟県には全国から医療チーム派遣の申し出が
殺到し、医療チームの立ち上げ、派遣調整は
混乱を極めていた。このような震災直後の

「混乱期」にはコントロールセンターが必要
である。地震発生の翌 10 月 24 日には、新潟
県精神保健福祉係と精神保健福祉センター

を、新潟大学、新潟県立精神医療センター、
精神科病院協会がサポートする形で「ここ
ろのケア対策会議」が立ち上げられ、対策会
議のもとで統制のとれた組織的支援を行う
ことが確認された。精神保健福祉医療に関係
するすべての専門家は、対策会議のコント
ロールのもとに一元的に活動することとなっ
た。
　これは、医療の供給されない空白地域が発
生したり、逆に一つの避難所に複数の医療
チームが重複して、被災者や地域行政職員に
余計な混乱が生じることのないように、とい
う配慮からである。また同日、精神保健福祉
センターに「災害専用相談電話（こころのケ
アホットライン）」を開設することも確認さ
れた。10 月 25 日には、新潟大学精神科や新
潟県立精神医療センターをはじめとした、こ
ころのケアチームが編成され、翌 26 日から
実際の活動を開始した。
　阪神・淡路大震災では、特に初期に多くの
団体あるいは個人が、ばらばらに保健所や精
神科救護所で活動を行っていたという問題が
存在し、コーディネートを行う機能の重要さ
が指摘されてきたが、中越大震災では「ここ
ろのケア対策会議」がコーディネート機能を
果たし、外部からの医療チームのスケジュー
ルが管理され、かなり系統的に地域主体のこ
ころのケア活動が行われた。「こころのケア
対策会議」により実施されたこころのケア活
動は、大きく 5 つの柱に分けられる（図）。

①こころのケアチームの派遣調整
　被災地域をブロックに分け、申し出のあっ
た多数の医療チームを被災状況に応じて配置
し、スケジュールは一元的に管理された。こ
ころのケアチームは精神科医師、看護師、臨

（末尾参考文献、1）、2）、3）、4）参照）



図　こころのケア対策5本柱
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床心理士、精神保健福祉士などで構成された。
避難所の住民や避難所担当保健師、地域の行
政職員に「こころのケアチーム」を知っても
らうための広報活動として、手書きのポス
ターを用意し、各避難所を巡回することから
開始した。こころのケアチームの主な業務内
容は、震災によって障害された既存の精神医
療システムの機能の支援、震災のストレスに
よって新たに生じた精神的な問題を抱える一
般住民への対応、被災者のケアを行う職員、
スタッフの精神的問題についても念頭に置い
た対応、である。
　小千谷市では当初、行政が把握しているだ
けで 130 カ所を超える避難所があり、いたる
所で道路が寸断されているうえに、現地を知
らないケアチームのスタッフだけで地図を頼
りに避難所を探し当てなければならない状況
であった。被災者の気持ちを考えると何とか
しなければという思いにかられ、気がつくと
日が暮れて帰り道がわからなくなることもあ
ったようである。その後、新潟県立精神医療
センターと協力して臨時処方が可能な「ここ
ろのケア診療所」の開設に至った。

②災害専用相談電話の設置
　「こころのケアホットライン」として開設
された。土日祝祭日を含め、毎日午前 8 時半
から午後 10 時まで相談することが可能とな
った。相談件数は 1 日に 30 件を超える日も
あり、不安、家族等への対応、不眠などの相
談が多かった。

③精神科入院医療の確保
　精神科入院医療の確保には 2 つの課題があ
った。1 つは、病棟倒壊の恐れが生じた十日
町市の中条第二病院の入院患者の移転先の確
保である。これは、新潟県福祉保健部健康対
策課による調整と、新潟県内の精神科病院の
協力により比較的短期間で転院先が決定され
た。もう 1 つは、被災地区で新たに精神科入
院治療が必要になった場合の救急体制である。
これは長岡市内に存在し、かつ地震の被害の
少なかった新潟県立精神医療センターが、24
時間体制で受入れを行った。

④普及啓発活動
　避難者や支援者の心の健康に関する問題は
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過去の自然災害でも指摘されており、このデ
リケートな問題を如何に被災住民に浸透させ
るかが問題であった。被災者に直接会って精
神状態を問うことはナンセンスであり、心の
健康に関するリーフレットを配布したり、こ
ころのケアチームが避難所等を巡回する際に
配布したりすることで、普及啓発活動を行っ
た。さらに、被災住民を対象としたミニ講話
や相談会も開催された。

⑤支援者支援
　地元の医師会、自治体などが、保健師や開
業医などを対象とした支援者研修を開催した。
さらに、こころのケアチームによって、地元
の医師会、保健師などを対象とした、こころ
の健康に関する研修会が開催された。

4　こころのケアチームの活動記録

　こころのケアチームが対応した相談件数は、
男性 1,244 例（36.2％）、女性 2,188 例（63.8％）、
合計 3,432 例で、女性の相談件数が 6 割を超
えていた。平均年齢は 51.1 歳で、50 歳代以
降の高齢者層の相談割合が高かった。ケア
チームは避難所や自宅を中心に支援活動を行
っており、そのため、日中働きに出る男性や
若年者の割合が低いと考えられる。
　相 談 の 主 症 状（主 訴）は、身 体 的 症 状

（1,116 名：32.5％）、睡 眠 障 害（1,100 名：
32.1％）、不安・イライラ（964 名：28.1％）
の順に割合が高かった。外傷性ストレス障害

（PTSD）特有の症状を訴えた人は、132 名
（3.8％）にすぎないことも注目すべき点であ
る。男女別で主症状の割合を比較すると、睡
眠障害、不安・イライラは男女とも高値を示
したが、いずれも女性の割合が男性より高か

った。アルコール関連の割合は男性で高いこ
とも注意が必要である。
　年代別に主症状を見てみると、睡眠障害、
不安、PTSD 症状、身体的症状は年齢が上が
るにつれ有意に高くなるのに対し、うつ状態、
奇行などでは、年齢の低下との相関がみられ
た。相 談 人 数 は、地 震 発 生 か ら 3 週 目 の
2004年11月1日から7日をピークに減少した。

5　
震災後中長期の
メンタルヘルスケア

　震災後、中長期的には住宅が再建され、被
災者の状況が報道される機会も激減するが、
被災者にとっては地震の記憶が消えるもので
はない。復興が進む中、被災者それぞれの状
況は異なってきて、住居や職などの差異も現
実として突きつけられる。そのような状況の
中で、一部の被災者には、長期的にこころの
健康被害が残存することが知られている。震
災という衝撃的な出来事を経験した人は悪夢、
不眠、フラッシュバックなどの PTSD や、う
つ状態、種々の不安障害に苦しむことがある。
　中越大震災から半年ほど経過した 2005 年
3 月、「財団法人中越大震災復興基金」が設
立され、同年 8 月、被災者のこころのケア事
業を行うために新潟こころのケアセンター・
中越こころのケアセンター・魚沼こころのケ
アセンターが開設された（中越、魚沼は後に
小千谷こころのケアセンターとして統合）。
阪神・淡路大震災についで、日本では 2 番目
のこころのケアセンター開設となった。被災
と、その後の生活ストレスに伴う PTSD
やうつ病等の精神疾患の予防・早期発見を
図るとともに、被災者の精神的健康の回復
を図ることを目的としている。こころのケ

（末尾参考文献、5）参照）
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アセンターではこれまで、被災住民を対象
とした精神健康調査やアウトリーチ活動を行
ってきた。その調査結果と、現在行われてい
るこころのケア事業について、以下に紹介す
る。

6　新潟県で行われた精神健康調査

①高齢者の健康状況調査6）

　小千谷市の要望を受け、こころのケアセン
ターでは、小千谷市でも特に被害の大きかっ
た地区を対象に、2005 年から 2007 年の 3 年
間にわたり、こころと身体の健康状況調査を
行ってきた。2007 年度には、高齢者を対象
にした「中越大震災 3 年後の地域在住高齢者
における精神障害者の有病率に関する調査」
を実施した。小千谷市における激甚災害地域
の 65 歳以上の地域住民 900 名を対象とした。
　精神障害の診断には、精神疾患簡易構造化
面接法（M.I.N.I.）を用いて評価した。対象
者は、男性 41.3％、女性 58.7％ と若干女性
が多かった。平均年齢は 76.0 歳、75 歳以上
の高齢者が過半数（55.9％）を超えていた。
精神科受診歴のあるものは 4.3％ であった。
被害状況は、半壊以上の被害を受けたものが
55.7％ を占めていた。
　精神障害の震災後 3 年間での有病率では、
大うつ病性障害が男性 1.6％、女性 5.5％、時
点有病率では男性 1.6％、女性 1.2％ であった。
震災 3 年後の時点でアルコール関連障害は男
性のみに認められ、アルコール依存 3.9％、
アルコール乱用 2.2％ であった。PTSD の診
断を満たしたものは見られなかった。

②子どもの精神健康相談7）

　阪神・淡路大震災の際に神戸市が実施した、

子どものこころのケアを目的とした 3 歳児健
診の場の活用が効果的であった、との報告が
ある。長岡市においても神戸市と同様のケア
活動の要望があり、こころのケアセンター事
業として、2005 年 1 月から 2007 年 3 月まで
の期間、長岡市における乳幼児健診において

「震災後こころのケア相談コーナー」として
実施された相談記録をもとに分析した。
　相談内容を、「分離不安・甘え」、「退行」、

「恐怖・過敏」、「睡眠障害」、「集中困難」、「そ
の他」、の 6 項目に分類した。1 歳 6 カ月児
健診の子どもの主訴で一番多かったのは「恐
怖・過敏」で 62％、ついで「分離不安・甘
え」32％、「睡眠障害」29％ であった。3 歳
児健診の子どもの主訴もほぼ同様の傾向が見
られ、「恐怖・過敏」で 60％、ついで「分離
不安・甘え」29％、「睡眠障害」8％ であった。
　幼児期は内在化した精神症状を言語化した
り、何らかの方法で処理したりすることが難
しいため、行動の変化になって現れやすく、
今回の相談内容もそのことを反映していると
考えられる。乳幼児健診で受ける相談の大半
は、保護者の訴えを受け止めることであり、
その上で、子どもの症状の意味や見通し、関
わり方などについて助言することが重要であ
った。保護者の感情を表現させる、重要な役
割を担っていたと考えられる。

③震災2年後の大規模調査8）

　中越大震災から 2 年目を迎えた 2006 年 11
月、被災者の生活の復興状況やこころの健康
状態を把握することを目的として、被災住民
を対象にアンケート調査が行われ、2,129 名
から回答があった。その中で、全般的な心理
的ストレス状況のスクリーニングで利用され
る GHQ-12（General Health Questionnaire）
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の結果では、被災から 2 年経過した時点でも
38.7％ もの住民が心理的苦痛を訴えているこ
とがわかった9）。性差は、女性が男性よりも
心理的苦痛を訴えるものが多く（47.4％ vs  
33.6％）、また年代による比較では 80 歳以上
の高齢者で心理的苦痛の率が 47.7％ と有意
に高かった9）。心理的苦痛と関連する因子と
しては、女性、震災後の病気、生活再建が震
災前に戻っていない、仮設あるいは復興住宅
に住んでいる、家族構成の変化、震災後に悩
みを誰かに話したかったが話せなかった、な
どが検出された9）。
　また、阪神・淡路大震災では、仮設入居と
精神ストレスとの関連が指摘されていたこと
から、仮設入居の有無により、アンケート結
果を検討した。その結果、仮設群では、居住
地や家族構成などの生活環境の変化という事
実だけでなく、怪我や病気などの身体的問題、
主観的健康感の低さなども非仮設群より多く
みられた。GHQ-12 や震災ストレスに関する
PTSD 症状のスクリーニングに利用される
IES-R （The Impact o f Event Sca le -
Revised）で陽性とされた被災者の割合も、
仮設群に多くみられた。
　さらに子どもの精神健康について、599 名
より回答が得られた。アンケートには PTSD
のスクリーニング目的に作られた横断的な評
価尺度である PTSS-10 が利用された10）。そ
の結果、7.7％ の子どもに PTSD が疑われ、

「低年齢」であること、「地震後に家屋の被害
を最も心配した」ことなどが、子どもの
PTSD に関連のある因子として検出された10）。
なお、本研究で用いた PTSS-10 は、PTSD
のスクリーニング目的に作られた横断的な評
価尺度であり、実際に PTSD の診断基準を満
たす子どもの割合を示したものではない。

7　
こころのケアセンターによる
こころのケア事業

　調査の結果、地震後数年が経過しても、一
部の被災者では精神健康上の問題が遷延化し
ていることが確認され、さらにこころのケア
センター職員によるアウトリーチ活動でも同
様の実態が明らかになってきた。この問題に
対して、こころのケアセンターでは、地元自
治体の要望を踏まえて現在もこころのケア事
業を行っている。内容は、①うつ・自殺予防
対策、②支援者支援、③子育て支援、④コミ
ュニティ再生支援・高齢者支援に分けられる。

①うつ・自殺予防対策
　新潟県の自殺率は全国平均を大きく上回り、
1964 年以降 2007 年まで、ワースト 10 位以
内に位置していた。このような状況の中で、
被災者に対するうつ病や自殺予防は重要な課
題であり、まず取り組むべき問題である。そ
こで、精神科医師、精神保健福祉士などの医
療関係者によるこころの健康講演会や、ミニ
講話、相談会、訪問を実施すると同時に、支
援の必要なケースの把握と早期支援に努めて
いる。また、うつや自殺予防に関するパンフ
レットを作成し普及啓発活動を行っている。
　具体的には、うつ病家族教室、復興住宅訪
問、成人こころのスクリーニング、高齢者の
うつ予防講座、うつ・自殺などのこころの健
康に関する介入調査の検討、健康調査、健康
相談、スクリーニング後の個別訪問の実施、
などが行われている。

②支援者支援
　行政職員をはじめ、保育士、施設職員、病
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院関係者等を対象に講演会や相談会を実施し、
こころの健康づくりに関する普及啓発を行っ
ている。
　中越大震災の時期的な特徴として、地震後
に行われた地方自治体の大規模合併の問題が
ある。地震後 1 年半の間に、20 以上あった
自治体が 7 つにまで統合された。このような
大規模合併は、それだけでも行政システムに
多大な負荷をかけるが、災害復旧と同時進行
で行われたことによって、住民を支援する立
場にある市町村職員は極度に疲弊した。
　こころのケアセンター職員の訪問や行政と
の関わりの中で、行政職員には蓄積されてき
た疲労と、自らの震災の影響を話せない雰囲
気が存在することは事実であり、ストレスを
抱えていても相談、精神科受診につながらな
いケースも多く存在することが推定されてい
る。被災者である支援者自身のセルフケアに
ついての啓蒙と同時に、相談、受診につなが
りやすい体制づくりを目指す必要がある。具
体的には、介護支援職員へのメンタルヘルス
研修会、育児支援スタッフの研修会、相談従
事者研修会などが行われている。

③子育て支援
　母子検診時や保育園での相談会や講演会、
ミニ講話を実施し、支援の必要な親子への早
期対応を行うことが目的である。1 歳 6 カ月
健診や 3 歳児健診に合わせて、小児科医や療
育指導員による心のスクリーニングが行われ
ている。乳児期に被災したものの中で、地震
の記憶はないにもかかわらず、その後に精神
不調が捉えられるケースが存在するようであ
る。震災による環境変化にも慣れ、震災によ
る親子の問題も少しずつ変化してくる。また、
子育て支援職への継続研修や相談会を実施し、

子育て支援職のレベルアップを図り、地域に
おける子育て支援体制を整え、継続支援する
ことが重要である。親子が安心して子育てで
きる子育て支援の普及啓発と多様化するニー
ズに応えるべく、子育て支援者の資質向上も
必要である。

④コミュニティ再生支援・高齢者支援
　阪神・淡路大震災では、仮設住宅や復興住
宅における孤独死の問題が大きな関心事であ
った。中越大震災により大きく被害を受けた
地域では、集会所が破損したり、地域住民が
転出したりしたことで、震災前の人口から激
減した地区が存在する。仮設入居、住宅再建
において、以前のコミュニティを最大限存続
させるための工夫がなされていたが、自宅を
再建し、仮設から地域に戻れても、予想以上
に問題は存在していた。
　集会場に行こうにも徒歩での移動には困難
を伴い、また以前はすぐ隣にいた近所の住民
も建て替えにより遠くに離れてしまい、近所
付き合いも乏しくなっている。近隣住民との
コミュニティは機能しなくなり、孤独な高齢
者も増加していることは事実である。さらに、
自宅は近代化住宅となり、若者にとっては快
適な環境であるが、電化製品など使い慣れな
い高齢者にとっては、新しいことに再適応する
苦悩がある。便利になった自宅の中での役割も
減り、閉じこもりになる高齢者も増加している。
　このような状況で、高齢者の地域住民の集
いの復活、新たな集いの立ち上げなどが必要
であり、こころのケアセンターが主催して、
定期的に地域の集会場での相談会や集いの中
で、看護師による健康相談や体育指導員によ
る簡単な運動を行い、コミュニティ再生や高
齢者生活の支援を行っている。
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8　まとめ

　新潟県における震災後のメンタルヘルスケ
アは、震災直後の混乱の中で立ち上げられた

「こころのケア対策会議」のコーディネート
のもとに、過去の災害経験を生かすことで比
較的順調に開始された。阪神・淡路大震災と
同様に、外部の支援チームが多数被災地に入
ったが、阪神・淡路大震災に比較して、コー
ディネート業務が当初から機能的に行われた。
そしてこれらの経験は、後に起こった中越沖
地震においても活用された。システムの面で
は、これら過去の被災経験は十分活用された
と考えられるが、これまでの精神健康調査や
こころのケア活動で明らかになった問題も残
存する。①震災後長期間経過しても、一部の
被災者においては精神的苦痛が遷延化してい
ること、②精神的苦痛の背景には地域差や生
活弱者の存在が影響していること、③精神的
苦痛を抱えていても専門機関への相談や受診
につながっていないケースが存在すること、
などである。
　地震から 5 年が経過した 2009 年 11 月にも、
被災地域の住民約 2,000 名を対象とした大規
模な精神健康調査が行われるが、これまでの
調査結果や過去の報告から、精神的苦痛がい
まだに遷延している者が存在することが予想
される。これらの問題に対してさらに必要と
なるのは、過去の経験を生かした上で、地域
もしくは被災者個人に特有の状況を考慮した
独自の支援体制を構築することである。
　中越大震災の被災地域は山間部で過疎化、
高齢化の進んだ農村部である。こころのケア
事業では、このような地域特性を考慮しつつ
事業を実施してきているが、それでもなおメ

ンタルヘルスという問題に関する抵抗感は強
いようである。地域に密着して地元自治体、
こころのケアセンターなど様々な組織が連携
して、こころのケア事業を構成していくこと
が今後の大きな課題である。
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